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監 査 結 果 公 表 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第２項及び第４項の規定に基づく監査を実施したので、同条第９項

の規定により、その結果を次のとおり公表する。 

平成26年６月13日 

新潟県監査委員 野 上 信 子 

新潟県監査委員 小 林 林 一 

新潟県監査委員 桜 井 甚 一 

新潟県監査委員 田 宮 強 志 
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普通会計

(福祉保健部)

対象年度 対象期間

平成26年４月25日 平成24年度 平成25年３月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成26年２月28日まで

(産業労働観光部)

対象年度 対象期間

平成26年４月25日 平成24年度 平成25年３月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成26年２月28日まで

平成26年４月15日 平成24年度 平成25年２月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成26年１月31日まで

平成26年４月15日 平成24年度 平成25年２月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成26年１月31日まで

平成26年３月10日 平成24年度 平成25年１月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成25年12月31日まで

平成26年４月25日 平成24年度 平成25年２月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成26年２月28日まで

(農林水産部)

対象年度 対象期間

平成26年４月24日 平成24年度 平成25年３月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成26年２月28日まで

平成26年３月24日 平成24年度 平成25年２月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成26年１月31日まで

平成26年４月16日 平成24年度 平成25年２月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成26年１月31日まで

農業大学校 （注意事項）
　物品の管理に関する事項

（注意事項）
　収入事務手続に関する事項
　物品の管理に関する事項
　交通事故に関する事項

農業総合研究所高冷地農
業技術センター

　適正と認めた。

　　同　　　上

農業総合研究所中山間地
農業技術センター

　　同　　　上

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

　　同　　　上

醸造試験場 　　同　　　上

　　同　　　上

（注意事項）
　歳入の収納に関する事項
　県有財産の管理に関する事項

工業技術総合研究所下越
技術支援センター

　適正と認めた。

　　同　　　上

工業技術総合研究所素材
応用技術支援センター

　　同　　　上

計量検定所 　適正と認めた。

　　同　　　上

工業技術総合研究所 　　同　　　上

新星学園 　適正と認めた。

（注意事項）
　収入事務手続に関する事項
　契約及び履行確認に関する事項
　県有財産の管理に関する事項

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等
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平成26年４月24日 平成24年度 平成25年３月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成26年２月28日まで

平成26年４月16日 平成24年度 平成25年２月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成26年１月31日まで

(三条地域振興局)

対象年度 対象期間

平成26年４月24日 平成24年度 平成25年２月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成26年１月31日まで

平成26年４月24日 平成24年度 平成25年２月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成26年１月31日まで

(南魚沼地域振興局)

対象年度 対象期間

平成26年４月16日 平成24年度 平成25年１月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成26年１月31日まで

平成26年４月16日 平成24年度 平成25年１月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成26年１月31日まで

(十日町地域振興局)

対象年度 対象期間

平成26年３月11日 平成24年度 平成25年１月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成25年12月31日まで

(佐渡地域振興局)

対象年度 対象期間

平成26年４月24日 平成24年度 平成25年２月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成26年１月31日まで

企画振興部 　適正と認めた。

（注意事項）
　物品の管理に関する事項

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

企画振興部 　適正と認めた。

　　同　　　上

（注意事項）
　物品の管理に関する事項

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

企画振興部 　適正と認めた。

　　同　　　上

県税部 　　同　　　上

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

企画振興部 　適正と認めた。

　　同　　　上

県税部 　　同　　　上

水産海洋研究所 　　同　　　上

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

妙法育成牧場 　適正と認めた。

　　同　　　上
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平成26年４月24日 平成24年度 平成25年２月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成26年１月31日まで

平成26年３月13日 平成24年度 平成25年１月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成25年12月31日まで

(教育庁)

対象年度 対象期間

平成26年４月15日 平成24年度 平成25年３月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成26年１月31日まで

平成26年５月７日 平成24年度 平成25年３月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成26年２月28日まで

平成26年３月13日 平成24年度 平成25年１月１日から
平成25年３月31日まで

平成26年３月13日 平成24年度 平成25年１月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成25年12月31日まで

平成26年４月25日 平成24年度 平成25年２月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成26年２月28日まで

(警察本部)

対象年度 対象期間

平成26年３月20日 平成24年度 平成24年11月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成25年10月31日まで

平成26年３月24日 平成24年度 平成24年12月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成25年11月30日まで

平成26年３月10日 平成24年度 平成25年１月１日から
平成25年３月31日まで

（注意事項）
　交通事故に関する事項

上越警察署 （注意事項）
　物品の管理に関する事項
　交通事故に関する事項

阿賀野警察署 　適正と認めた。

　　同　　　上

燕警察署 　　同　　　上

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

両津高等学校 　　同　　　上

佐渡中等教育学校 　　同　　　上

（注意事項）
　県有財産の管理に関する事項

五泉特別支援学校 　適正と認めた。

少年自然の家 　適正と認めた。

　　同　　　上

十日町高等学校 　　同　　　上

　　同　　　上

監査対象所属 監査年月日
監査対象年度及び期間

監査の結果等

健康福祉環境部 　　同　　　上

（指摘事項）
　生活保護費徴収金収入（生活保護法第78条）に
ついて、平成25年12月31日現在、過年度調定分
107件3,110,000円が未納となっていた。
　件数、金額とも増加しているので、具体的な回
収手法の見直しを行い、未納額の早期収納に努め
られたい。

（注意事項）
　収入事務手続に関する事項
　歳入の収納に関する事項
　物品の管理に関する事項

県税部 　適正と認めた。

　　同　　　上
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平成25年度 平成25年４月１日から
平成25年12月31日まで

平成26年３月14日 平成24年度 平成25年２月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成25年12月31日まで

平成26年３月25日 平成24年度 平成25年１月１日から
平成25年３月31日まで

平成25年度 平成25年４月１日から
平成26年１月31日まで

　　同　　　上

佐渡西警察署 　　同　　　上

（注意事項）
　交通事故に関する事項

（注意事項）
　物品の管理に関する事項
　交通事故に関する事項

佐渡東警察署 　適正と認めた。

 


